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・自治会や市民活動団体、行政が行う地域の地球温暖化対策のイベント1 
などへの参加 2 

・行政や地域と連携、協力した取組の推進 3 
 4 
  5 
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７－５ その他の事業者の取組 1 

 2 
◆建設業・鉱業における対策 3 

建設時に使用する建材や廃棄物のリサイクルを進めていく必要がありま4 
す。 5 
また、断熱性を高めるなどの建物の省エネルギー化は、エネルギー消費6 

量の削減のため大変有効な取組であり、家庭や事務所・店舗など、他の分7 
野の目標達成に向けて高い波及効果が見込まれます。 8 
 9 
・「改正省エネ基準」（平成 25 年基準）に対応した建築物の普及促進 10 
・最新の省エネルギー技術の導入 11 
・再生建設資材、エコセメント、混合セメントの利用拡大 12 
・建設現場における高効率仮設電気機器の使用 13 
・建築機械・車両の低燃費運転の励行 14 
・建設発生土の有効利用、建設発生木材の再資源化 15 
・開発時等における緑地の確保 16 
・建築物への県産木材の利用拡大 17 
・敷地、屋上、壁面緑化等の啓発、技術開発 18 

 19 
◆農林水産業における対策 20 

ビニールハウスの利用など園芸農業が盛んになり、農業での空調の使用21 
が増えています。ボイラーをより効率の良いものや、バイオマス燃料によ22 
るものに交換するなどにより、二酸化炭素の排出を削減することができま23 
す。 24 

また、ゴミの減量や適正処理、再生利用の推進による取組も効果的です。 25 
千葉県においては、食品残さの飼料化による活用も進んでおり、引き続26 

き、事業者のマッチングなどを促進していくことが必要です。 27 

・「事務所・店舗等」、「製造業」、「運輸貨物」に含まれない事業者につい

ても、自主的に行動計画を策定したり、行政の支援を活用したりしなが

ら地球温暖化対策に取り組みます。 
・建設業においては、建設廃棄物のリサイクルにより再生建設資材の利用

を拡大するなど、資源の有効利用を積極的に進める必要があります。 
・農林水産業においては、二酸化炭素吸収源となる森林の整備や、家畜ふ

ん尿対策によるメタン削減の取組も重要です。 
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漁業については、省エネ漁船への転換を進めることが有効です。 1 
 2 

・作業機械の作業効率、燃料効率の向上等による燃料消費量の削減 3 
・省エネ農機の導入 4 
・施設園芸における温度管理の適正化、エネルギー使用の効率化等によ5 
る燃料消費量の削減 6 

・農業資材への再生資材の積極的利用 7 
・農産物生産に伴う生ゴミの減量、廃棄物の再生利用 8 
・廃棄する農業資材の適正処理 9 
・農地への炭素貯留効果の高い堆肥施用などの実施 10 
・省エネ漁船への転換 11 

 12 
◆メタン・一酸化二窒素の排出抑制対策（農林水産業） 13 

千葉県には畜産も盛んな地域があります。家畜ふん尿は、温室効果が二14 
酸化炭素よりも非常に大きいメタンや一酸化二窒素の発生源となるため、15 
適正な処理をする必要があります。 16 

 17 
・家畜排せつ物の適正処理 18 
・家畜ふん尿の発酵等によるメタンガスの有効利用 19 

 20 
◆二酸化炭素の吸収源対策（農林水産業その他） 21 

千葉県の県土に占める森林率はおよそ 1/3 であり、日本の国土に占める22 
森林率である 2/3 と比べて割合は大きくありませんが、二酸化炭素を吸収23 
できる森林を着実に整備していく必要があります。 24 

漁業においては、二酸化炭素を堆積物として海中や海底に固定すること25 
につながるため、藻場や干潟などの漁場環境を整備・保全していくことが26 
有効です。 27 

 28 
・計画的な森林整備の実施 29 
・森林や農地等の自然環境の保全・育成 30 
・県産木材の利用促進 31 
・藻場や干潟などの漁場の整備・保全 32 

 33 
◆二酸化炭素の排出抑制対策（事務所等）・フロン類の排出を抑制する取組 34 

その他の事業者においても、事務所等においては、一般的な温室効果ガ35 
スの排出を抑制する取組を進めることが必要です。 36 
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例えば、照明の LED 化や、高効率空調などの導入とともに、効率的な機1 
器の使用や、製品の長期利用などの取組が大切です。 2 

 3 
・低炭素社会実行計画の取組推進 4 
・省エネ行動の実践 5 
・省エネルギー機器の導入 6 
・建築物、設備の省エネルギー性能の向上 7 
・再生可能エネルギーの導入 8 
・環境負荷のより少ない燃料の使用 9 
・エコドライブの実践 10 
・次世代自動車や低公害・低燃費車などの選択 11 
・3R の推進、備品の長期利用、廃棄物の適正処理 12 
・BEMS（ビルのエネルギー管理システム）の導入 13 
・外出時の公共交通機関、自転車の利用などによる社用車の利用削減 14 
・フロン類使用製品の適正な管理・処理 15 
・フロン類の適正な処理・回収 16 

 17 
◆参加・協力 18 

家庭や事務所・店舗等と同様に、CSR としての取組のほかに行政や地域19 
の自治会・市民活動団体などと連携して、地球温暖化対策に取り組むこと20 
が望まれます。 21 
また、地球温暖化対策の取組の一つとして、担い手不足などにより進行22 

する森林・山村の荒廃を防ぐため、市民活動団体等と連携、協力して森林23 
づくりを行うことが期待されます。 24 

 25 
・自治会や市民活動団体、行政が行う地域の地球温暖化対策のイベント26 
などへの参加 27 

・行政や市民活動団体と連携、協力した取組の推進 28 
 29 
 30 
  31 
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７－６ 市町村の役割と取組 1 

 2 
◆再生可能エネルギー導入・省エネルギーの推進に向けたまちづくり 3 

基礎自治体である市町村は、まちづくりの方向性を決める役割を担って4 
います。温室効果ガスの排出削減は、コンパクトシティの実現や円滑な交5 
通流の整備など、低炭素なまちづくりによって大きく進展します。 6 
また、再生可能エネルギーの導入を地域の産業として位置付けて積極的7 

に事業を推進する自治体もあり、電力の自由化に伴い、自治体自らが発電8 
事業者となる事業も進められています。 9 

 10 
・低炭素まちづくり計画の策定 11 
・地域における再生可能エネルギーの導入推進、関連事業活動の支援 12 
・コージェネレーションや地域冷暖房等の導入促進 13 
・建築物の断熱化など省エネルギー性能の高い建築物や設備の導入促進 14 
・次世代自動車等の導入 15 
・エコドライブの推進 16 
・パーク＆ライドなど公共交通機関の利用推進、自転車の利用推進 17 
・複数自治体で共同した地球温暖化対策の推進 18 

 19 
◆3R の推進、ごみの排出抑制 20 

家庭から出るごみは、市町村が地域と一体となって排出抑制に取り組む21 
ことで大きく減少することが期待されます。 22 
有料化や分別収集により排出抑制が進んでおり、先進的な優良事例を参23 

考に、より一層の取組が求められます。 24 
 25 

・3R の推進 26 
・ごみ処理の有料化や資源ごみの分別収集などによる排出抑制 27 
・ごみ処理施設の高効率化や余熱利用の推進 28 

・市町村においては、地域レベルで地球温暖化対策を推進する必要があり

ます。 

・市町村自らが実施する事務・事業においても、率先して地球温暖化対策

に取り組む必要があります。 

・家庭の温室効果ガスの削減推進のためには、住民に身近な立場にあり、

地域の自然的社会的特性を把握している市町村の役割が、特に重要で

す。 
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 1 
◆地域住民の地球温暖化対策の取組促進 2 

住民自らが地球温暖化対策に取り組んだり、住民から周囲の住民へ地球3 
温暖化の現状を伝え、温室効果ガスの排出削減に向けた行動の実行を促し4 
たりすることは、地域の地球温暖化対策を推進する上で大変重要です。 5 
千葉県内で地球温暖化対策のための取組を行う市民活動団体は数多くあ6 

ります。また、地球温暖化対策推進法では、住民に対し温暖化対策への理7 
解を促進する活動や調査・情報提供を行う「地球温暖化防止活動推進員」8 
について規定しています。 9 

市町村は、住民の自主的な取組がより活性化するよう、市民活動団体や10 
地球温暖化防止活動推進員と連携した事業の実施や活動の支援、住民への11 
活動の紹介などに取り組むことが期待されます。 12 
また、地域における地球温暖化に関する情報を収集、提供することや、13 

その区域における地球温暖化対策実行計画を策定し、推進することも望ま14 
れます。 15 

 16 
・住民や事業者、市民活動団体の地球温暖化対策の自主的取組の促進 17 
・市民活動団体や地球温暖化防止活動推進員の活動支援 18 
・市民活動団体や地域協議会と連携した取組の推進 19 
・緑化意識の普及啓発、森林の整備・保全活動や地域の緑化活動への積20 
極的な参加促進 21 

・地球温暖化に関する情報収集及び提供 22 
・地域の地球温暖化対策実行計画の策定及び推進 23 

 24 
◆市町村自らが行う地球温暖化対策の取組 25 

市町村は、自らの事務事業に関する実行計画を策定し、目標を掲げて、26 
その達成に責任を持って取り組む必要があります。 27 
業務部門の二酸化炭素の排出量のうち、約 1 割を行政が占めるとされて28 

います。また、地域における地球温暖化対策を推進するために、自らが行29 
っている事務事業において率先して取組を進めることで、住民や事業者の30 
取組を促していくことが期待されます。 31 

 32 
・自らの事務事業に関する地球温暖化対策実行計画の策定及び推進 33 
・公共施設等の建築・管理に当たっての環境配慮の推進 34 
・都市公園等の整備、公共施設の敷地・屋上・壁面の緑化、公共工事で35 
の法面の緑化の推進 36 
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・公共事業に当たっての環境配慮の推進 1 
・公共事業における県産木材利用の推進 2 
  3 
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８ 目標達成に向けた県の施策 1 

県は、千葉県内の温室効果ガス排出を抑制するための総合的かつ計画的な2 
施策を策定し、推進していく責務があります。 3 
また、県自らが実施する事務・事業においても、率先して対策に取り組む4 

必要があります。 5 
本計画及び自らの事務事業に関する計画に基づき、施策の進捗と効果を把6 

握するとともに、必要に応じ柔軟に見直しを行いながら、地球温暖化対策を7 
着実に進めていきます。 8 

 9 
 10 
８－１ 施策の基本的な方向性 11 

温室効果ガスの排出削減を進めるため、4 つの基本的な方向性に沿って12 
県の施策を整理します。 13 

 14 
（１）再生可能エネルギー等の活用 15 

地球温暖化対策を推進するため、地域における再生可能エネルギー導入16 
や未利用エネルギーの活用について、地域振興の観点も踏まえ、地域の特17 
徴を生かした取組を進めていきます。 18 
また、家庭や企業における太陽光発電設備などの導入や水素社会の構築19 

に向けた取組を推進します。 20 
 21 
（２）省エネルギーの促進 22 

二酸化炭素排出削減に向けて、あらゆる主体で節電や省エネを徹底し、23 
エネルギー消費を大幅に減少させる取組を進めていきます。 24 
特に家庭や事務所・店舗等においてはエネルギーの消費効率を向上させ25 

るための取組を推進します。 26 
 27 
（３）温暖化対策に資する地域環境の整備・改善 28 

低炭素化に資する持続可能な社会の構築に向け、コンパクトなまちづく29 
りや交通環境の整備、森林整備、緑化などに取り組んでいきます。 30 
また、公共交通機関の積極的な利用など、低炭素なインフラの利用を推31 

進します。 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
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（４）循環型社会の構築 1 
3R（廃棄物の発生抑制、循環資源の再使用、再生利用）を推進するとと2 

もに、バイオマスの活用などにより、温室効果ガス排出削減につながる循3 
環型社会の構築に向けて取り組んでいきます。 4 
家庭向けに 3R の取組を推進するとともに、事業者に対しては廃棄物の発5 

生抑制やバイオマス利用施設の導入などの取組を支援します。 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
  12 
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８－２ 再生可能エネルギー等の活用 1 

 2 
○家庭への導入促進 3 

千葉県地球温暖化防止推進センター及び地球温暖化防止活動推進員と連4 
携して、家庭で取り組むことのできる再生可能エネルギーの導入の事例な5 
どの情報を提供します。 6 
また、住宅用の太陽光発電設備や太陽熱利用システムなどの導入を促進7 

していきます。 8 
さらに、これらの取組や建物・設備の省エネルギー化への取組を通じ、9 

エネルギー消費が正味ゼロ又はマイナスになる ZEH（ネット・ゼロ・エネ10 
ルギー・ハウス）の普及拡大を進め、2030（平成 42）年までに、県内の新11 
築住宅におけるエネルギー消費が正味ゼロとなることを目指します。 12 

 13 
・再生可能エネルギーに関する情報提供 14 
・千葉県地球温暖化防止活動推進センターによる普及啓発 15 
・住宅用の太陽光発電設備や太陽熱、地中熱利用システムの導入促進 16 

 17 
○地域・市町村への導入支援 18 

市町村等が取り組む、地域の特性に応じた新エネルギーの活用による地19 
域振興策を支援します。 20 
また、防災拠点への導入事例や設備の活用事例の紹介など、公共施設に21 

おける導入に関する情報を提供します。 22 

＜現状・課題＞ 

・国においては、主に固定価格買取制度により、再生可能エネルギー

の導入を推進しています。 
・県においても、2018(平成 30)年度には 16,000TJ（発電設備導入量

3,000MW）の再生可能エネルギーの導入を目指し、全庁的な体制によ

り取組を進めています。 
・海洋エネルギーの活用など、先進的なエネルギー利用についても調

査研究等を進めていくことが重要です。 
＜主な取組＞ 

・家庭への再生可能エネルギー導入を引き続き促進するとともに、再

生可能エネルギーを活用した地域振興を支援します。 
・水素社会の構築に向けた取組を進めていきます。 
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 1 
・新エネルギーの活用による地域振興策の検討支援 2 
・公共施設への再生可能エネルギー導入促進 3 

 4 
○事業者の導入支援 5 

民間事業者の太陽光発電や風力発電等の導入に関し、相談対応や情報提6 
供を行うことにより、企業や地域による太陽光発電、風力発電等の主体的7 
な導入を支援します。 8 

 9 
・事業者向けの相談・情報提供等 10 

 11 
○水素社会の構築に向けた取組の推進 12 

水素を利用して発電する燃料電池はエネルギー効率が高く、省エネや二13 
酸化炭素排出削減に大きく寄与します。 14 
また、水素はエネルギーとして使用しても水しか排出しないため、再生15 

可能エネルギーを利用して生産した水素は、二酸化炭素の排出がゼロのエ16 
ネルギー源となります。 17 
再生可能エネルギーによる水素の生産はコストや技術的な面で多くの課18 

題があり、現在は普及段階にはありませんが、水素社会の構築を進めるこ19 
とで、二酸化炭素排出を大幅に削減する社会を早期に実現させることが期20 
待されます。 21 
そのため、燃料電池自動車の普及を促進し、2030（平成 42）年に新車登22 

録の 3％（およそ 3,500 台）が燃料電池自動車となることを目指します。 23 
また、エネファーム（家庭用燃料電池）についても導入を促進し、全世24 

帯の 1割（およそ 25 万台）で導入されることを目指します。 25 
 26 

・次世代自動車の普及促進 27 
・エネファームの導入促進 28 
・水素利活用に向けた調査研究等 29 

 30 
○先進的な施策の導入検討 31 

全国的にもポテンシャルが高いとされる海洋再生可能エネルギーについ32 
て調査・研究し導入を促進するとともに、千葉の特色を活かした水素の利33 
活用に関する調査研究等に取り組みます。 34 

 35 
・海洋再生可能エネルギーの導入促進 36 
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・水素利活用に向けた調査研究等 1 
 2 

○バイオマス利活用の推進 3 
薪炭材、建築廃材、食品残さ、し尿などのバイオマスに含まれる炭素は、4 

大気中の二酸化炭素を固定した植物に由来しており、燃焼させても長期的5 
に見れば大気中の二酸化炭素濃度を増加させないことから、化石燃料の代6 
替となるバイオマスの利活用を推進することは地球温暖化対策として有効7 
な取組です。 8 
そのため、バイオマスの利活用について事例を紹介するなどにより、県9 

民自らがバイオマスの理解を深め、活用に取り組む気運の醸成を促進しま10 
す。 11 
また、間伐材、病害虫被害材等について利用目的に応じた低コストな搬12 

出方法を検討するなどにより、木質バイオマスの利用拡大を図ります。 13 
これらの取組のほか、千葉県バイオマス活用推進計画に基づく取組を進14 

めることで、2020（平成 32）年度のバイオマスの利用率を 80％とすること15 
を目指します。 16 

 17 
・バイオマスの利活用に関する情報提供 18 
・木質バイオマス等の利用拡大 19 

 20 
○普及啓発 21 

市町村・県民・民間事業者などに対し再生可能エネルギーの導入に関す22 
る情報提供を行うとともに、九都県市で連携し、再生可能エネルギーの導23 
入促進に向けた普及啓発などを実施します。 24 

 25 
・県ホームページによる情報提供 26 
・九都県市の連携による普及啓発 27 

 28 
 29 
  30 

九都県市の連携 

 南関東に位置する一都三県及び政令市（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎

市・千葉市・さいたま市・相模原市）の 9 自治体では「九都県市首脳会議」を設置し、環境問

題に限らず様々な分野の広域的課題に共同して取り組んでいます。 
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８－３ 省エネルギーの促進 1 

 2 
○家庭の取組促進 3 

千葉県地球温暖化防止推進センター及び地球温暖化防止活動推進員と連4 
携して、省エネルギーに対する県民の意識を高め、省エネの実践を働きか5 
けます。 6 
また、省エネ性能の高い住宅である「長期優良住宅」の普及を促進する7 

とともに、全世帯の 1割の導入を目指すエネファームをはじめ、エネルギ8 
ー消費を把握し電気機器を制御できる「HEMS（家庭のエネルギー管理シス9 
テム）」や家庭用蓄電池などの省エネルギー設備等の導入を促進します。 10 
さらに、県営住宅等においては、高効率給湯器など省エネルギー設備の11 

導入を進めます。 12 
 13 

・家庭における省エネルギーに関する情報提供 14 
・千葉県地球温暖化防止活動推進センターによる普及啓発 15 
・長期優良住宅の普及促進 16 
・エネファームなど省エネルギー設備の導入促進 17 
・県営住宅における省エネルギー設備の導入推進 18 

 19 
 20 

＜現状・課題＞ 

・省エネルギー施策については、二酸化炭素排出量の伸びが大きい

「家庭」、「事務所・店舗等」に対して、特に省エネの徹底を働きか

けることが必要です。 
・千葉県の家庭部門における二酸化炭素排出量の伸び率は、全国と比

べても高く、環境に配慮したライフスタイルを定着させるため、県

民一人ひとりの意識を高めていく必要があります。 
・「事務所・店舗等」については、他の分野よりも省エネや二酸化炭素

排出削減の余地が大きいと見込まれることから、事業者の取組を支

援し、着実に対策を進めていくことが重要です。 
＜主な取組＞ 

・家庭を対象としたエネファームなどの省エネ設備の導入促進や、事

務所・店舗等の省エネルギー化の支援を行うとともに、燃料電池自

動車や電気自動車などの次世代自動車の普及を促進していきます。 
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○事業者の取組支援 1 
地球温暖化対策に積極的に取り組む事業者を増加させるため、事業者が2 

行う省エネルギーや地球温暖化対策の取組を促進する仕組みを検討します。 3 
また、高効率ごみ発電施設等の導入について情報提供、助言するととも4 

に、熱回収が可能な施設の認定を行い、導入促進を図ります。 5 
さらに、施設園芸を行う事業者に対し、バイオマスボイラー導入などに6 

よる省エネルギー化を支援します。 7 
 8 

・事業者の自主的取組の促進 9 
・廃棄物処理施設における高効率な発電設備の導入促進 10 
・廃棄物処理施設における高効率な熱回収が可能な施設の導入促進 11 
・施設園芸の省エネルギー化の推進 12 

 13 
○次世代自動車等の導入とエコドライブの推進 14 

燃料電池自動車や電気自動車などの次世代自動車や低公害車・低燃費車15 
等、環境に配慮した自動車の導入を促進するため、県自らも次世代自動車16 
を率先導入するとともに、県庁駐車場に設置した電気自動車充電設備を県17 
民への普及啓発に活用します。 18 
こうした取組により、2030（平成 42）年度に県内の新車登録数のおよ19 

そ 6割が次世代自動車になることを目指します。 20 
また、環境に配慮した運転であるエコドライブの普及を推進します。 21 

 22 
・次世代自動車等の普及促進 23 
・税制による次世代自動車等の普及促進 24 
・エコドライブの推進 25 
・次世代自動車等の率先導入 26 

 27 
○普及啓発 28 

県・市町村・県民・民間事業者などによる再生可能エネルギーの導入や、29 
既存エネルギーの高度利用、省エネルギー設備の導入等について情報提供30 
を行うとともに、九都県市で連携し、節電をはじめとした省エネルギーの31 
促進に向けた普及啓発を実施します。 32 

 33 
・千葉県地球温暖化防止活動推進センターによる普及啓発 34 
・県ホームページによる情報提供 35 
・九都県市の連携による普及啓発  36 
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８－４ 温暖化対策に資する地域環境の整備・改善 1 

 2 
○コンパクトなまちづくりの促進 3 

住宅及び医療施設、福祉施設、商業施設その他の居住に関連する施設の4 
立地の適正化に関する計画の作成を市町村に対し促し、低炭素な集約型都5 
市づくりを促進します。 6 

 7 
・人口減少に対応した集約型都市づくりの促進 8 
・低炭素建築物新築等計画認定制度の普及促進 9 

 10 
○交通環境の整備・改善 11 

高規格幹線道路等の整備促進や、国県道の新設及び改良、鉄道の連続立12 
体交差事業の推進により、交通流の円滑化を図ります。 13 
また、アクアラインの料金引き下げ等により、高速道路ネットワークの14 

効率的な活用と機能強化に努めます。 15 
さらに、信号機の集中制御化及び系統化、交通管制センターの高度化等16 

により、交通渋滞の緩和を図ります。 17 
信号機の省エネルギー化を進めるため、従来の電球式に比べ省電力にな18 

る信号灯器の LED 化を推進するとともに、公共交通機関の利用を促進する19 
ため、鉄道駅のバリアフリー化やノンステップバスの導入などを進めます。 20 

 21 
・道路整備等による交通流の円滑化 22 
・高速道路ネットワークの効率的な活用と機能強化 23 
・信号機の改良等による交通渋滞の緩和 24 

＜現状・課題＞ 

・人口減少の対応という観点からも、都市機能を集約立地させて維持可

能な社会を構築していくことが今後必要とされており、住宅や商業施

設を誘導して集約化したり、集約化する地域以外の立地を抑制する取

組が求められています。 
・交通流の円滑化を図るための施策を推進していくことも有効です。 
・建築物やインフラなど都市の低炭素化を進めていくことが必要です。 
・二酸化炭素の吸収源として、森林や緑地を整備していくことが必要で

す。 
＜主な取組＞ 
・市町村や地域レベルでのコンパクトなまちづくりを促進するととも

に、二酸化炭素吸収源となる森林や緑地の整備に取り組みます。 
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・信号灯器の LED 化の推進 1 
・公共交通におけるバリアフリー化の促進 2 

 3 
○ヒートアイランド対策 4 

ヒートアイランド現象は、地球温暖化の進行に伴い、より深刻な都市部5 
の気温上昇を引き起こしています。 6 
ヒートアイランド現象を観測、情報提供するとともに、都市の気温上昇7 

を緩和する効果のある地中熱利用システムの導入や都市の緑化を促進しま8 
す。 9 

 10 
・ヒートアイランド現象に関する情報提供 11 
・地中熱の利用推進 12 
・都市公園の整備などによる緑の保全・創出 13 
・緑化協定、自然環境保全協定による緑化の推進 14 

 15 
○都市等の緑化推進 16 

市町村と連携を図りながら、都市公園の整備等、都市の緑の保全・創出17 
を進めるとともに、事業者等に対して一定規模の緑化を求める協定を締結18 
するなどにより、緑化を推進します。 19 
また、良好な港湾環境の形成を図るため、港湾緑地を整備します。 20 

 21 
・都市公園の整備などによる緑の保全・創出 22 
・公共施設の敷地、屋上・壁面の緑化 23 
・緑化協定、自然環境保全協定による緑化の推進 24 
・港湾緑地の整備による緑化の推進 25 

 26 
○森林整備・保全対策 27 

育成林などの森林を二酸化炭素の吸収源として算定の対象とするために28 
は、間伐などによりその森林を適正に管理している必要があります。 29 
そのため、森林経営計画の作成支援や、路網整備・高性能林業機械の導30 

入による作業の集約化・低コスト化の促進により、計画的・効率的な森林31 
整備を推進するとともに、企業や市民活動団体による森林の整備・保全活32 
動を促進します。 33 
また、県営林においても、適切な保安林の維持管理を推進します。 34 
さらに、住宅への県産木材の使用を促進するなど、県産木材資源の活用35 

を促進することで森林の保全を進めていきます。 36 
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 1 
・計画的な森林整備・保全対策の推進 2 
・県産木材の利用の促進 3 
 4 

○海の吸収源対策 5 
森林などの緑（グリーン）による二酸化炭素の吸収に対し、海洋におけ6 

る生物による二酸化炭素の吸収は「ブルーカーボン」と言われており、沿7 
岸域などで海中の生物を増加させることは海に吸収された二酸化炭素を堆8 
積物として海中や海底に固定していくことにつながります。 9 
そのため、東京湾の高水温化など漁場環境の変化に対応したノリ養殖業10 

の振興や藻場・干潟の整備・保全の取組の支援などを行います。 11 
 12 
・漁場環境の変化に対応した漁業・養殖業の推進 13 

 14 
 15 
  16 
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８－５ 循環型社会の構築 1 

 2 
○3R の推進 3 

県民一人ひとりが資源循環型のライフスタイルへと転換することを目指4 
し、「ちばエコスタイル」などにより日常生活でできる多様な 3R 行動の実5 
践を提案していきます。 6 

 7 
・3R の推進 8 

 9 
○飼料化等によるバイオマスの利用推進 10 

食品関連事業者、飼料製造事業者及び畜産農家のマッチングを支援する11 
などにより、食品残さの飼料（エコフィード）としての利活用を推進しま12 
す。 13 

 14 
・食品残さ飼料（エコフィード）の推進 15 

 16 
○廃棄物の発生抑制 17 

ごみの排出抑制を推進するため、先進的な取組の情報提供や助言を行い、18 
市町村が行うごみ処理の有料化を支援するとともに、市町村との意見交換19 
や研修会などを通じ、一般廃棄物の処理に当たっての課題や先進事例など20 
の情報を共有していきます。 21 

 22 
・ごみ処理有料化の支援 23 
・市町村への技術支援 24 

＜現状・課題＞ 

・環境負荷の少ない循環型社会を実現していくためには、一般廃棄 

物、産業廃棄物ともにさらなる発生の抑制と再資源化等の推進を図っ

ていく必要があります。 
・低炭素社会や循環型社会の実現のためには、県民一人ひとりの意識を

変えライフスタイルを転換し、大量生産・大量消費・大量廃棄する社

会システムから持続可能な資源循環型の社会システムへと変革させて

いくことが必要です。 
＜主な取組＞ 
・3R の普及啓発などを通じ、県民一人ひとりの意識を醸成させていく

取組を着実に進めていきます。 
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 1 
○産業廃棄物の適正処理 2 

適正処理に向けた制度の普及促進のため、排出事業者への適正処理に関3 
する情報提供や処理業者への指導を行うとともに、実態調査や立入検査を4 
実施します。 5 
また、産業廃棄物処理業者を対象とした講習会等を開催し適正処理を推6 

進するとともに、表彰制度や優良認定業者の公表により、優良な処理業者7 
の育成に努めます。 8 
さらに、県内全域を対象とした監視パトロールの実施や、県民からの通9 

報を 24 時間受け付ける「産廃・残土 110 番」により、24 時間・365 日の10 
監視体制を整備し、産業廃棄物の不適正処理の防止を図ります。 11 
関係機関と連携して、廃棄物の不適正処理事犯を含む各種環境事犯の取12 

締りを行う等、廃棄物処理法の適正運用に努めるとともに、適正な廃棄物13 
処理施設の整備と維持管理の確保を図るため、施設への定期検査を行いま14 
す。 15 

 16 
・適正処理に向けた制度の普及促進 17 
・適正処理に関する講習会等の開催 18 
・優良な排出事業者・処理業者の育成 19 
・産業廃棄物の不適正処理の防止 20 
・廃棄物処理法等の適正運用 21 

 22 
○建設リサイクルの促進 23 

公共建設工事において、建設発生土の有効利用を推進するとともに建設24 
廃棄物の再資源化に取り組みます。 25 

 26 
・公共工事における建設廃棄物の再資源化や縮減 27 

 28 
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８－６ 横断的施策その他 1 

○普及啓発 2 
国は、大幅な省エネの実現には、低炭素な「製品」「サービス」「ライフ3 

スタイル」の“賢い選択”（COOL CHOICE）の徹底が必要として、温暖化対4 
策推進法を改正し、普及啓発を抜本的に強化することとしています。 5 
県でも、一人ひとりの意識の改革、低炭素なライフスタイルへの転換を6 

図り、自主的な行動や積極的な選択に結び付けていくよう普及啓発に取り7 
組みます。 8 

 9 
・県民への省エネルギーや再生可能エネルギーに関する普及啓発 10 
・消費者を対象とした省エネルギーや温暖化対策に関する普及啓発 11 
・事業者を対象とした省エネルギーや温暖化対策に関する普及啓発 12 

 13 
○千葉県地球温暖化防止活動推進センターとの連携 14 

県は、普及啓発など地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ること15 
を目的として設置した「千葉県地球温暖化防止活動推進センター」と連携16 
して普及啓発活動を行っています。 17 
センターでは、県が委嘱した地球温暖化防止活動推進員を支援するため18 

の技能向上研修の実施など、温暖化対策に関する普及啓発、広報活動、情19 
報提供を行います。 20 
 21 
・地球温暖化防止活動推進員の活動の支援 22 

 23 

＜現状・課題＞ 

・地球温暖化対策を進めるためには、幅広い世代への啓発が効果的に行わ

れる必要があります。次世代への教育も不可欠です。 
・温室効果の高いフロン類は、適正に管理する必要があります。 
・県は自らの事務・事業において排出される温室効果ガスを、率先して削

減しなければなりません。 
・県民生活と密接な立場にあり、当該地域の自然的社会的特性を把握して

いる市町村の役割も重要です。 
＜主な取組＞ 
・地球温暖化対策に資する環境学習や環境保全活動の支援、人材の育成に

取り組みます。 
・県自らも率先して温室効果ガス排出削減に努めます。 
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○環境学習の推進 1 
エネルギーや地球温暖化問題は環境学習の大きなテーマのひとつです。 2 
地球温暖化をはじめとする環境問題に対する理解を深め、実践活動につ3 

なげるための学習機会の提供や広報啓発を行うとともに、環境学習・保全4 
活動を推進する人材を育成していきます。 5 
また、「エコメッセちば」で環境保全活動や環境学習を広く紹介するな6 

ど、市民活動団体や民間企業が行う活動を支援します。 7 
 8 

・講師派遣制度などによる学習機会の提供 9 
・指導者等の人材育成の推進 10 
・環境月間における普及啓発 11 
・「ちば環境再生基金」の活用による環境保全活動の支援 12 
・「エコメッセちば」の開催 13 

 14 
○情報提供 15 

県内の温室効果ガスの排出状況や、本計画の進捗状況等、地球温暖化対16 
策に関する取組状況について取りまとめ、毎年度、環境白書やホームペー17 
ジ等で情報提供します。 18 

 19 
・温室効果ガス排出状況に関する情報提供 20 
・地球温暖化対策に関する取組状況の公表 21 

 22 
○フロン類対策の推進 23 

フロン類の回収業者の登録を行い、フロン類の適正な充塡及び確実な回24 
収を促進するとともに、フロン排出抑制法に基づく義務等の確実な実施に25 
ついて、事業者に対する周知や指導を行い、漏えい防止対策の徹底を図り26 
ます。 27 
また、オゾン層保護と地球温暖化対策としてのフロン類対策に関する啓28 

発を行います。 29 
 30 

・フロン類の管理の適正化の推進 31 
・フロン類対策に関する啓発 32 

 33 
○農業・畜産業において発生する二酸化炭素・メタンの対策 34 

農地に貯留されている炭素含有量の調査や、家畜ふん堆肥を連用するこ35 
との影響調査するなどにより、地球温暖化対策に配慮した営農活動を支援36 
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します。 1 
また、家畜排せつ物の適正処理を推進するため、講習会や指導を実施し2 

ます。 3 
 4 

・農地への炭素貯留効果の高い堆肥施用などの推進 5 
・家畜排せつ物の適正処理の促進 6 

 7 
○市町村の取組支援 8 

地球温暖化対策推進法に基づく市町村の実行計画等の策定や取組の推進9 
のため、市町村に対して人材育成、技術的助言、情報提供などの支援を行10 
います。 11 
また、温暖化対策の優良事例の紹介などの情報提供を通じて公共施設へ12 

の再生可能エネルギー導入を促進するとともに、地域の特性に応じた再生13 
可能エネルギーの活用による地域振興策を支援します。 14 

 15 
・市町村の地球温暖化対策実行計画等の策定、取組推進の支援 16 
・公共施設の導入事例や温暖化対策の優良事例に関する情報提供 17 
・再生可能エネルギーの活用による地域振興策の検討支援 18 

 19 
○県自らの取組 20 

県の事業活動に伴う温室効果ガス排出の削減を、全庁を挙げて積極的に21 
進めるため、県の事務事業に関する計画である「千葉県庁エコオフィスプ22 
ラン」を推進します。 23 
また、施設の新設、改築の際に再生可能エネルギーの導入や省エネルギ24 

ー化を積極的に検討するとともに、公用車への次世代自動車や低燃費車の25 
導入を進めていきます。 26 

 27 
・千葉県庁エコオフィスプランの推進 28 
・県有施設への再生可能エネルギー導入の推進 29 
・県有施設の省エネルギー化の推進 30 
・次世代自動車等の率先導入 31 

  32 
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９ 適応策 1 

９－１ 気候変動への適応 2 
IPCC の第 5 次評価報告書によると、気候変動は既に自然及び人間社会に3 

影響を与えており、今後、温室効果ガスの継続的な排出により温暖化の程4 
度が増大すると、深刻で広範囲にわたる不可逆的な影響が生じる可能性が5 
高まることが指摘されています。 6 
気候変動を抑えるためには、人為起源の温室効果ガスの排出を大幅かつ7 

持続的に削減する必要がありますが、今後、温室効果ガスの排出量をでき8 
る限り抑制したとしても、9 
世界の平均気温は上昇し、10 
21 世紀末に向けて気候変動11 
の影響のリスクが高くなる12 
と予測されています。 13 
 14 
私達は温室効果ガスの排15 

出の抑制等を行う「緩和」16 
を進める必要がありますが、17 
緩和策だけではなく、すで18 
に現れている気候変動の影19 
響や中長期的に避けられな20 
い影響に対する「適応」も21 
同時に進めていかなくては22 
なりません。 23 
 24 
気候変動の影響による被害を最小化あるいは回避し、迅速に回復できる25 

体制を構築するためには、気候変動の影響と関わりのある施策について、26 
計画的に適応を組み込んでいく必要があります。 27 

 28 
また、2015（平成 27）年 11 月に政府の「適応計画」が策定され、国レ29 

ベルで適応に向けた取組が始まったところですが、適応を進めるためには、30 
地域ごとに異なる特徴を踏まえて検討していくことが不可欠であることか31 
ら、本県においても、今後、適応策について計画的に取り組んでいきます。 32 

 33 
 34 
 35 

図 9-1-1 
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９－２ 気候変動による影響の将来予測 1 
現在の気候変動の影響が懸念される項目について、日本や千葉県の現況2 

を１－１、１－２で示しましたが、気候変動への適応を進めるためには、3 
これらの項目について将来を予測し、その対応を検討する必要があります。 4 
日本や千葉県の気候変動による影響の将来予測については、環境省の環5 

境研究総合推進費 S-8「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」6 
（以下「S-8 研究」という。）以外には調査事例があまりありません。 7 
S-8 研究では、今後効果的な対策をとらなかった場合のシナリオ8 

（RCP8.5 シナリオ）における将来予測が都道府県別に示されています。こ9 
こでは、千葉県の将来予測のうち主なものを紹介します。 10 
 11 

（１）平均気温 12 
RCP8.5 シナリオでは、平均気温は 2050 年に 1.8～2.2℃、2100 年に 4.213 

～5.0℃上昇すると予測されています。 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 

2031-2050 年 2081-2100 年 

図 9-2-1 平均気温の将来予測(RCP8.5) 

+1.8-2.0℃ 

+2.0-2.2℃ 

+4.2-4.4℃ 

+4.4-4.6℃ 

+4.6-4.8℃ 

+4.8-5.0℃ 
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（２）年間降水量 1 
日本全体では、地球温暖化により、洪水を起こしうる大雨事象が今世紀2 

末に現在より 1～3割程度増加すると予測されています。 3 
RCP8.5 シナリオでは、千葉県内において、年間降水量は 2100 年に県北4 

西部で 1.1～1.2 倍に増加すると予測されています。 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 

（３）海面上昇（全国） 23 
海面上昇量については全国値が調査されています。2100 年では最大約24 

60cm の上昇が予測されています。 25 
 26 
       表 9-2-1 シナリオ別海面上昇量の予測 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 

数値は３つの気候モデルを用いシミュレーションした値の平均値。 36 
（ ）は予測の幅として 3つの気候モデルのうち最小値と最大値を示している。 37 

  38 

シナリオ 2031-2050 年 2081-2100 年 

RCP2.6 0.18m(0.14-0.21) 0.37m(0.38-0.42) 

RCP4.5 0.19m(0.18-0.21) 0.43m(0.39-0.45) 

RCP8.5 0.22m(0.20-0.24) 0.58m(0.56-0.59) 

2031-2050 年 2081-2100 年 

図 9-2-2 年間降水量の将来予測(RCP8.5) 

1.0-1.1 倍 
1.0-1.1 倍 

1.1-1.2 倍 


